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一時払型
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自分 の ことだか ら、将来 の こ とも真剣 に考 えた い。
しん きん らいふ年金 Fは、あなた の豊 か なセ カ ン ドライ フ を応援 します 。

この街 と生 きてい く

SHIHKIH
1当保険は、預金保険制度の対象ではありません。
2当保険は預金と異なり元本の保証はありません。

引受保険会社

フコク生命

個 人 年 金 保 険 の お 申 込 は 当 金 庫 へ 。



今から始めましょう、
未来のライフプラン。
ゆとりある老後のための資産づくりはもはや欠かせないもの。フつの特徴

を持つたしんきんらい忠1年金Fはあなたのゆとりあるセカンドライフの資

産形成に役立ちます。また、ライフスタイルの変化に合わせて年金の型や

年金開始年齢の変更も可能です。充実のセカンドライフの資産形成を、

しんとんらいふ年金Fがお手伝いします。

一時払型

(晉契約例 )

0こ 契約年 齢 /50歳 (60歳年金開始)

0-時払保険料/500万円
010年確定年金定額型または前厚型を選択

災害死亡給付金は死亡給付金Xl.1

フコク生命定 額年金

積立年金原資

責任準備金

積立配当金

一時払保険料

死亡給付金

↓

災書          保陰

0確定年金                    ●増加年金

あらかじめ定められた年金支払期間だけ受け取れる年金の種類です。   年金開始後の配当金を原資とする年金です。

●基準年金年額                  ●死亡給付金
こ契約時に定めた基準となる年金額のことです。           年金開始日前に被保険者が死亡されたときにお支払いする金

額です。ただし、災害死亡給付金が支払われる場合を除きます。●基本年金額

定額型の場合は基準年金年額と同額です。前厚型の場合第1回から 0災 害死亡結付金

第5回までの基本年金額は基準年金年額と同額で、第6回以後の基   年金開始日前に被保険者が不慮の事故や所定の感染症で死
本年金額は基準年金年額の500/O相当額となります。          亡されたときにお支払いする金額です。

●責任準備金                   ●未払年金の現価
将来の年金などを支払うために、こ契約者から払い込まれる保   まだお支払いしてしヽない将来の年金を支払うために現在必要
険料のなかから積み立てられるものをいいます。          な金額のことをいいます (将来の年金額を所定の利率で割り

0積立年金                     3し て`計算しま硯 )。

年金開始前の積立配当金を原資とする年金です。

保険用語のと説明



しんきんらいふ年金Fは 、宮国生命保険相互会社の災害死亡給付金付個人年金保険の愛称です。

厖1配当金の楽しみがあります。

ア⊃の特徴

加入時に定めた年金額または一括受取額を確実にお受け取りい
ただけるので、安全 確実な資産形成に適しています。

距】ライフスタイルに合わせてこカロ入できます。
加入年齢は0歳からです。また、年金開始年齢は1年単位で設定

できますので、教育資金の準備も含めライフスタイルに合わせ

て確実に資金準備ができます。

セカンドライフに合わせて、年金額が一定の定額型と、年金支払
開始後5年間は手厚い年金を受け取ることができる前厚型の
2タイプから選択できます。また、年金の受け取りに代えて、一括
して受け取ることもできます。

3利 源の毎年配当タイプです。毎年の決算で剰余金が生じた
場合には、こ契約後3年目から配当金を受け取ることができます。

臣】万―のときは…
■年金開始日前に被保険者が万―死亡されたときは死亡給付金

をお支払いします。
■年金開始日前に被保険者が不慮の事故や所定の感染症で死
亡されたときは、死亡給付金の 11倍の災害死亡給付金をお
支払いします。

尾霊税制上のメリットがあります。
■生命保険料控除の対象となり、こ契約した年のみ生命保険料
控除が受けられます。

■年金に代えて、一括して受け取る場合や契約後5年超でこ解約
した場合は一時所得の対象となり「特別控除」が受けられます
(本書面3・ 10ページ参照)。

口1加入手続きが簡単。
'

こ職業を告知するだけですので、加入する際の手続きは簡単です。

鉾じ代み也騒  領と

―括受取顕

■参考 :据置期間が異なる ]

定額型は、年金支払期間が5年と10年の2種類お取り扱いしております。
年金の受け取りにつしヽて …毎年の年金は、契約応当日にお支払しヽします。
※年金開始時に、年金支払に代えて一括でお受け取りいただくこともできます (―括でのお受取額は年金でのお受取総額より少ない額となります)。

1,3619265 1,717,53フ

死亡給付金

年金開始日の前日までに被保険者が死亡した場合は死亡給付金をお支払いします。なお、不慮の事故や所定の感染症により死亡した場合は災害
死亡給付金をお支払いします。

被保険者が死亡したとき

(ただし、災害死亡給付金が支払われる甥合を除きます)

被保険者が不慮の事故や

所定の感染症で死亡したとき

積立配当金による一括受取額

0年確定年金定額型にこ州入の場合の一括受取額 (一時払保険料100万円の場合)

責任準備金と一時払保険料の

いすれか大きい方の金額

死亡給付金の1.1倍の金額

金

金
金

年

年
年

加

立
本

増

積
基

69歳60歳

確定年金定額型

増加年金

積立年金

基本年金

▲

60歳 64歳 :65歳 69歳

確定年金前厚型

年金開始時
一括受取額 539

1,078,343 1,143,120 1,211,707

※年金支払期間中に被保険者が死亡した場合には、未払年金の現価を一括でお支払しヽします。



0～75歳

10～50年

10～85歳

5年確定年金定額型

10年確定年金定額型

10年確定年金前厚型

76～80歳

10年のみ

86～90歳

5年確定年金
定額型

相続人以外  相続税

A   所属算皐繍票
税

c    贈与税

しんきん らい心、年金 F

O～ 80歳

一時払型の取扱条件

保険料の単位

基準年金年額の単位

50万円以上

制限なし
(最高基準年金年額以内で取り扱います。)

10万円 (前厚型は20万円)

3,000万円(当社の他の個人年金と通算して)

l=000円

100円 (100円未満切り捨て)

年金・払戻金 。死亡給付金の税制上の取扱について

●契約者が年金受取人の場合

年金で受け取る場合 i雑所得として、所得税と住民税の課税対

象となります。

一括して受け取る場合 :一時所得※として、所得税と住民税の課

税対象となります。

●契約者が年金受取人でない場合
年金支払開始時 :年金の権利評価額に対して贈与税が課税されます。
毎年の年金受取時 :雑所得として、所得税と住民税の課税対象となります。

●契約後5年以内で歪解約した場合
解約払戻金と払込保険料総額の差額(差益)は20%源泉分離課税と
なります。

●契約後5年超でこ解約した場合
解約払戻金と払込保険料総額の差額(差益)は一時所得

※
となります。

死亡給付金 ― (500万円 X法定相続人数)

死亡給付金 ()F課税枠の適用なし)

1(死亡給付金 一 払込保険料総額)― 特別控除額50万円IX〕と

死亡給付金 ― 基礎控除額110万円

※契約者と受取人が同一
の場合です。

※他の所得 (給与所得や
雑所得)と合算して所
得の合計額を算出する
ことになります。

※記朝の税務上のお取
扱は平成 19年 9月 現
在の税制によるもので、
◆後変更となる可能性
もあります。実際のお
取扱につきましては、
税理士または所轄の国
税局 税務署にこ確認
くださしヽ。

※一時所得について
・契約者と受取人が同一の場合です。
他の所得 (給与所得、雑所得など)がある場合には合算して所得の合計額を算出することになります。
課税対象額の計算方法は下記の通りです。

■死亡給付金 |( 
妥壱思姦霜孟巽聾 _ 払

稔轟簾
料
 )_ ぞ叩  IX 名

Ａ

　

Ｂ

　

Ｂ

Ａ

　

Ａ

　

Ａ

契約者 被保険者 課税対象額
死亡給付金

相続人

課税関係

相続税

例)一時払保険料500万 円、据置期間 10年、10年確定年金定額型を選択した場合

|(―
括受取額 ― 払込保険料 )―  特据」控除額

 IX を  〓 一時所得の課税対象額

|(    
円-500万円 )- 50万円

 IX 之

取額から払込保険料を差し引しヽた差益が特別控除額50万円の範囲内のため非課税
※上記の計算例は積泣配当金につしヽて考慮しておりません。

一時所得の課税対象額の計算例

例)相続人が妻と子 (2人 )の計3人で、死亡給付金2,000万円を受け取つた場合
※

500万円  X 法定相続人数  〓   相続税非課税枠

500万 円 X    3   〓  1口 500万 円 (相続税非課税枠)

死亡給付金   相続税非課税枠

→  2,000万円 - 11500万円 = 500万 円が相続税の課税対象となります

※契約者 =被保険者かつ死亡給付金受取人 =相続人のこ契約

生命保険金の相続税非課税枠の計算例



保険料  加入対象
据置期間  年齢 保険料 100万円につき

5年確定  司0年確定
(定額型) (定 額型 )

保険料  加入対象
据置期間  年齢

基 準 年 金 年 額 表 傷女共通)

基準年金年額(保険料建=P建)(万円) 基準年金年額 (保険料建=P建 )(万円)

保険料 100万円につき

5年確定  10年 確定  10年確定
(定額型) (定 額型)  (前厚型)

10年確定
(前厚型)

10年   0～80歳

11年  0～フ4歳

12年  0～ 73歳

13年  0～フ2歳

14年  0～ 71歳

15年  0～ 70歳

21.94

2220
p246

22.フ 2

2298

2325

1132。

1146

]159

]].フ 3

]]86

1200

(1494)。

(15.11)

(15.29)

(15,47)

(1565)

(1583)

2801    14.46   (1907)

2833   14.62   (19.29)

28.66   1480   (19.52)

2900   14.97   (1975)

29,34   1514   (1998)

16年

17年

18年

刊9年

20年

0～69歳

0～68歳

0～6フ歳

0～66歳

0～65歳

2352

23.80

24.08

2436

2464

1214

1228

12.43

125フ

]2フ 2

(1602)

(1620)

(16.39)

(1659)

(1678)

2968

30.03

3038

30,74

3i10

]550

15.68

1586

1605

2045

20.69

20.93

21.17

1532   20.2]

41年  -0～144歳  31.46   16.24   2142

21年

22年

23年

24年

25年

0～64歳

0～63歳

0～62歳

0～61歳

0～60歳

2493

25.22

2552

2582

2612

1287

13.02

131フ

]333

1348

(16.98)

(1フ .]7)

(1フ 37)

(1758)

(1フ .78)

42年  0～ 43歳  3183

43年  0～42歳  32.20

44年  0～41歳  32.58

45年  0～ 40歳  3296

16.43   21.6フ

1662   2].92

16.81   2218

1701    2244

26年  0～ 59歳  2642   1364  (]フ 99)

27年  0～ 58歳  26フ3   1380   (1820)

28年  0～ 5フ歳  2フ 05   1396  (18.41)

29年  0～ 56歳  2フ .36   ]4.12  (18.63)

30年  0～ 55歳  2フ 68   14.29  (1885)

1 46年  0～39歳  33.34   1フ .21    2270

4フ年  0～ 38歳  33,73   1フ .4]   2297

1 48年  0～37歳  3413   1761    23.24

1 49年  +0～36歳  34.53   1フ .82   2351

1 50年  0～35歳  34.93   18.03   9378

※保険料建 (=P建 )とは最初に払込保険料を定めて、それに基づき基準年金年額を算出することをいいます。
※この表は一定の保険料に対する基準年金年額を記載したもので、こ希望の保険料を基にこの表で基準年金年額を計算することができます。
( )で表記した数値はそのままの金額では取扱条件範囲外となりますので、払込保険料を増やしてお申し込みいただく必要があります。

0-フ 6歳～80歳については当受取方法のお取扱をしておりません(5年確定定額型のみとなります)。

解 約 払 戻 金 例 表 c―時払保険料 100万円の場給 )

経過期間 解約払戻金(円)1経過期間 解約払戻金(円):経過期間 解約払戻金(円)i経過期間
i解約払戻金 (円 )1経過期間

:解
約払戻金(円 )

(  1年    9フ 7.500  1 11と手  1,092.500  1 21年   1,227.200  1 31年   1,378.500  ' 41f手   1.548.400

i  2年    98フ ,600   可2年   1.105,300  1 22年   1.241,500  ! 32年   1,394,600  : 42年   1.566,500

1 3年   997,900 1 13年  1,118,200 123年   1.256,OOO 1 33年   1.410,900 143年  1,584.800

1 4年  1,008.300 : 可4年  1,131.300 !24年   1,2フ 0,700 134年   1,42フ ,400 144年  1,603.400
. 5年

  1,018.900 1 可5年  1,144.500 125年  1,285.600 i35年  1.4留・100 145年   1.622.100

1 6年  1,030,800  16年  1,157,900 '26年  1,300,600 136年  11461.000 146年  1,641.100

1  7年   1,042.800  、 17年   1,1フ 1,400  : 2フ年  1.315,800  1 37年   1,4フ8,100  1 4フ年   1.660,300
.  8年   11055,000   ¬8年   1,185,100   28年   1.331,200  1 38年   1,495,300  : 48年   1,6フ 9,フ00

1  9年   1,06フ ,400   19年   1.199,000   29年   1,346.800   39年   1,512.800   49年   1,699,300

110年  1,0フ91900  20年  1.213.000  30年  1,362,500 -40年  1,530,500 150年  1,フ ]フ .537°

年金受取
方法

5年確定
(定額型)

∪年 に 疋

(定額型)

10年確圧
(前厘型Ⅲ

係数 4912 9526 フ219

※こ契約を3年 2ヵ月以内に解約された場合、解約払戻金はお払い込みいただいた保険料を下回ります。
※年金開始時―括受取額について1年金開始時の一括受取額は、年金年額に左記の所定の係数を乗じた金額
となります (小数点以下切り捨て)。 この場合、お支払に伴う諸経費を控除させていただいております。

0… ]0年確定年金定額型に加入した場合の年金開始時一括お受取額(基本年金部分)を表示しています。



契約締結前交付書面

こ契約前に必ずお読みください

0「契約締結前交付書面 (「こ契約の概要・注意喚起1情報」等)」 は、こ契約のお申込に際しての
重要な事項を「こ契約の概要」「注意喚赳情報」および「その他特に  認いただきたい事項」
に分類のうえ記載しています。こ契約前に十分にお読みいただき、内容をこ確認。こ了解のう
え、お申し込みいただきますようお願いいたします。

0この「契約締結前交付書面 (「こ契約の概要・注意喚起情報」等)」 を募集代理店の担当者
から受領し、各記載事項について説明を受け、内容をこ確認。こ了解いただきましたら、保険
契約申込書の該当箇所に必ず歪押印くださいますようお願いいたします。

◆こ契約の概要

◆注意喚起情報

◆その他特にこ確認いただきたい事項

こ契約の概要 ～必ずお読みくださしト

0この「こ契約の概要」は、こ契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にこ確認しヽただき
たい事項を記載しています。内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただくようお願い
しヽたします。

●「こ契約の概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示
しております。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説
明等について|よ「こ契約のしおリー定款。約款」に記載しておりますのでこ確認くださしヽ。

1.当社の名称、住所等
if

0名称 富国生命保険相互会社

●住所 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2‐2‐2
TEL 0476-4フー5100(お客さまセンター)

ホームページアドレス:http://wwwifukokuぃ life.co.,p

※最寄りの支社の所在地等につきまして|よ、上記ホームページまた|よ「ご契約のしおリー定款・約款」
でご確認くださしヽ。



2日 商品のポイントとしくみ図

①この商品の正式名称は災害死亡給付金付個人年金保険です。

②この商品は、年金開始日以後一定の期間にわたつて、あらかじめ定めた年金額を毎年お

受け取りいただける個人年金保険です。

③年金開始日前に被保険者が死亡された場合は、所定の死亡給付金をお支払いします。

また、不慮の事故や所定の感染症を原因として死亡された場合は、死亡給付金額の 1.1

倍の金額を災害死亡給付金としてお支払いします。

④年金の型は、年金額が一定の<定額型>と、年金開始後5年間の支払額を充実させた
<前厚型>の 2つから選択することができます。なお、年金の受取に代えて、一括して受
け取ることもできます。

.しくみ図 災害死亡給付金は死亡綸付金Xl.1

年金支払期間

一
時
払
保
険
料

据置期間

年金開始 年金開始

※この商品では、お払い込みいただく一時払保険料の額を最初に定め、それに基づいてこ契約の基準年金年額を算出します。

本書面4ページに、一時払保険料 100万円あたりの基準年金年額を例示しておりますのでこ参照ください③

約
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①契約年齢範囲       0～ 80歳

②保険料          50万 円以上

③基準年金年額       10万 円(前厚型は20万円)～31000万円

④保険料払込方法      一時払

⑤据置期間          10年～50年 ※こ契約年齢がフ6～80歳の場合は10年のみ

⑥年金受取方法       5年 確定年金定額型 10年確定年金定額型 10年確定年金前厚型

(支払期間・種類・型)    ※こ契約年齢が76歳～80歳の場合は5年確定年金定額型のみ

※この商品には付加できる特約はありません。



4日 あらかじめ定めた年金支払期間中、年金をお支払いします

年金種類・型

・毎年の基本年金額は、基準年金年額と同額です。
・年金支払期間中に被保険者が死亡された場合は、未

払年金の現価 (年金をお支払いするために積み立て

られている金額)を一括してお支払いします。

・第 1回から第5回の基本年金額は基準年金年額と同額、

第6回以後の基本年金額は基準年金年額の500/0相

当額となります。
・年金支払期間中に被保険者が死亡された場合は、未

払年金の現価 (年金をお支払いするために積み立て

られている金額)を一括してお支払いします。

年金開始年齢

10～85歳 (5。 10年 )

86～90歳 (5年 )

①確定年金定額型

(5・ 10年 )

②確定年金前厚型

(10年 )

※年金開始日の前日までに限り、年金の型や年金支払期間、年金開始日を変更できます。

5a被保険者が年金開始日前に死亡された場合、死亡綸付金または災害死亡結付金をお支払いします

被保険者が年金開始日前に死亡されたとき (災害死亡給付金が支払われる場合を除く)

は、責任準備金または一時払保険料のいずれか大きい額をお支払いします。

被保険者が年金開始日前に次のいすれかを直接の原因として死亡されたときは、上

記の死亡給付金額の1.1倍の金額をお支払いします。
・責任開始期以後に発生した不慮の事故 (その事故の日から180日以内の死亡に限る)

・責任開始期以後に発病した所定の感染症

※「不慮の事故」および「所定の感染症」については、「こ契約のしおリー定款・約款」をこ参照ください。

6.晉契約色3年目から毎年配当金が支払われるタイプです

①配当金は毎年の決算により生じた乗」余金から契約者に公平に分配され、通常己契約後3年目からお支払しヽし

ます。

②配当金|よ、例えば実際の運用利回りがこ契約者に保証した利回りを上回る場合にその差益をこ契約者に還元

するものです。配当金額は変動 (増減)し 、決算状況によつては0となる年度もあります。

③この配当金に利息 (配当預り利率により計算)をつけて積み立てたものが積立配当金ですが、配当預り利率

も経済情勢等により変動します。

④配当金のお支払方法|よ次のとおりです。
・年金開始日までの配当金|よ、利息をつけて積み立て、年金開始日に積立年金の一時払保険料に充当します。
・年金開始後の配当金|よ、契約応当日に増加年金の一時払保険料に充当します。

フロ解約払戻金は一時払保険料を下回ることがあります

①契約者 |よ 、年金開始日前に限り、こ契約を解約して払戻金を受け取ることができます。年金開始国以後は、解

約のお取扱はできませんが、年金受取人は、年金の受取に代えて将来の未払年金の現価を一括して受け取る

ことができます。

②お払しヽ込みしヽただいた保険料|よ預貯金とは異なり、一部|よ死亡給付金等のお支払やこ契約の締結・維持に必

要な経費に充てられます。したがつて、解約時の払戻金は、こ契約時からの経過年数によっては一時払保険料

よりも少なしヽ金額となる場合があります。本書画4ページに、一時払保険料 100万円あたりの解約払戻金額

を例示しておりますのでこ参照くださしヽ。



濶琴試廟印塁B騰洋風 ～必ずお読みください～

0この「注意喚起情報」|よ、こ契約のお申込に際して特にご注意いただきたしヽ事項を記載し

ています。内容をこ確認。こ了解のうえ、お申し込みいただくようお願いしヽたします。

0この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やこ契約の内容に関する

事項は、「こ契約のしおリー定款。約款」に記載しておりますのでご確認ください。

※「注意喚起情報」中の「当社」|よ「富国生命保険相互会社」を指します。

お申込の撤回またはこ契約の解除 (以下、「お申込の撤回等」としヽいます)につしヽて記載した書面 (当資料)を交付された

日とこ契約のお申込日のいすれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込の撤回等をすること

ができます。この場合、お払しヽ込みしヽただいた金額をお返しいたします。

<<お申込の撤回等 (クーリング・オフ)のお申出方法>>
0お申込の撤回等は、郵便により上記の期間内(8日以内の消印有効)に当社の本社あてお申し出ください。

●郵便 (|よがき、手紙)に |よお申込の撤回等をする旨明記し、申込者また|よ契約者 (以下「申込者等」としヽいます)の氏名・

住所をご記入のうえ、申込書と同一印を押してくださしヽ。

<<次のような場合には、お申込の撤回等 (クーリング・オフ)のお取扱ができません>>
①申込者等が、当社の営業所、支社、本社また|よ当社委託先募集代理店の本店、支店等事務所 (以下「営業所等」といしヽま

す。)におしヽて保険契約のお申込をされた場合。ただし、申込者等が営業所等に対し、事前に日を通知した上で訪間され、

かつ、その事前通知または訪間の際に、訪間の目的が保険契約のお申込であることを明らかにされて、営業所等で当該

保険契約のお申込をされた場合に限ります。

②申込者等が、自ら指定された場所 (営業所等および申込者等のこ自宅を除きます。)におしヽて保険契約のお申込をされ

た場合。なお、営業所等を指定された場合でも、上記①に該当するときはお申込の撤回等のお取扱ができないことにこ

注意くださしヽ。

③既契約の内容変更の場合

①契約者や被保険者には、こ契約に際して、被保険者のご職業等に関し申込書上で告知を求めた事頂について、事実をあ

りのままに正確にお知らせしヽただく義務があります。

②告知受領権|よ生命保険会社が有しています。当社の募集代理店の担当者 (生命保険募集人)に |よ告知受領権がありま

せんので、回頭でお話しされても告知していただいたことに|よなりません。

③告知の内容によつて|よこ契約をお断りすることもあります。

<<後日、こ契約内容などの確認をさせていただくことがあります>>
④当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、こ契約のお申込後また|よ死亡給付金等のこ請求の際、こ契

約のお申込内容また|よこ請求内容等につしヽて確認させていただく場合があります。

<<告知の内容が事実と相違していた場合にはこ契約を解除することがあります (告知義務違反)>>
⑤当社が告知を求めた事項につしヽて、故意また|よ重大な過失によつて、事実を告知されなかつたり、事実と違うことを舎知

された場合、責任開始日(復活の場合|よ復活の際の責任開始日)から2年以内であれば、当社|よ「告知義務違反」として

ご契約を解除することがあります。

一責任開始日から2年を経過してしヽても、死亡給付金等の支払事由が2年以内に発生してしヽた場合には、こ契約を解除す

ることがあります。

一こ契約を解除した場合に|よ、たとえ死亡給付金等をお支払しヽする事由が発生してしヽても、そのお支払|よできません。

⑥上記の場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合に|よ、「詐欺による無効」を理由として、死亡給付金等を

お支払しヽできなしヽことがあります。この場合、責任開始日からの年数|よ問いません。

⑦現在のこ契約の解約・減額を前提として新たな保険契約をお申込の場合、その新たな保険契約につきましても、一般の

契約と同様に告知義務があります。したがって、告知の内容によつては新たな保険契約のお引受ができなかつたり、告知

の内容が事実と相違してしヽたことにより新たな保険契約が解除・無効となることもありますので、こ注意くださしヽ。



3日 告知と一時払保険料のお払込が完了した時から、保険契約上の責任を開始します

①お申し込みいただしヽた保険契約を当社が承諾した場合に|よ、お振り込みいただしヽた一時払保険料相当額が当社の指定

する金融機関の回座へ着金した時 (被保険者に関する告知の前に着金した場合に|よ、告知の時)から、当社|よ保険契約
上の責任を負しヽます。

②募集代理店の担当者 (生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理

権はありません。したがって、お客さまと当社との保険契約|よ 、お客さまからの保険契約のお申込に対して当社が承諾し

たときに有効に成立します。

4日 死亡緒付金等をお支払いできない場合があります

●次のような場合には、災害死亡給付金や死亡給付金をお支払しヽできなしヽことがあります。

①責任開始期前の不慮の事故を原因とする場合

②告知してしヽただいた内容が事実と相違してしヽたために、こ契約が告知義務違反により解除となつた場合また|よ詐欺に
より無効となつた場合

③死亡給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由によりこ契約が解除された場合

④ご契約が失効した場合

⑤保険契約につしヽて詐欺の行為があつた場合や、死亡給付金等の不法取得目的があつてこ契約が無効になった場合
⑥災害死亡給付金・死亡給付金の免責事由(注 )に該当した場合

(注)責任開始日から2年以内における被保険者の自殺、受取人の故意または重大な過失による支払事由該当など

5B契約者賞付制度をと不u用の場合、こ契約が失効することがあります

契約者貸付制度を利用された場合、貸付金のこ返済がないと、貸付元利金が払戻金額を超過しこ契約が失効することが

あります。

6日 いつたん失効したこ契約でも、当社の承語を得て復活することができます

①しヽつたん失効したこ契約でも、失効後3年以内であれば、こ契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知と当

社所定の金額のお払込が必要となります。

②こ契約の復活を当社が承諸した場合には、告知と当社所定の金額のお払込がともに完了した時から、こ契約上の保障が

開始されます。

7H解約払戻金は一時払保険料を下回ることがあります

本書面フページのこ契約の概要「7解約払戻金 |よ一時払保険料を下回ることがあります」の頂をこ確認くださしヽ。

8B晉契約時の年金額等が削減されることがあります

①保険会社の業務また|よ財産の状況の変化により、こ契約時にお約束した年金額・給付金額等が削減されることがあります。

②当社は、「生命保険契約者保護機構」に加入してしヽます。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営

破綻に陥つた場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、

こ契約時の年金額・給付金額等が削減されることがあります。

9.当社は「相互会社Jです

①保険会社の会社組織形態には「本目互会社」と「株式会社」があり、当社|よ相互会社です。相互会社は保険業法で認めら

れた保険会社独自の形態で、乗」余金の分配のなしヽ保険契約 (無配当保険)を除き、契約者が保険契約の当事者になると

同時に、「社員」(構成員)として会社の運営に参加するというものです。

②当社|よ、保険業法に基づき、意思決定機関として「総代会」を設置してしヽます。社員の権利 (社員権)に |よ、社員の代表

たる総代を選出する社員投票の権利などがあります。



10日 現在の晉契約を解約・減額することを前提に、新たな保険契約のお申込を検討されている方へ

①羽在のこ契約の解約・減額による払戻金は、多くの場合、お払い込みいただいた保険料の総額よりも少なしヽ金額になります。

②こ契約後所定年数を経過したこ契約に対する配当の権利等を失う場合があります。

③保険料計算に用いる予定利率・予定死亡率等|よ、解約・減額されるこ契約と新たな保険契約とで異なることがあります。

11日 Ⅷ税に関する概要

①お払込になった保険料|よ 、一般の生命保険料として、所得控除の対象となる税法上の特典 (生命保険料控除)がありま

す。ただし、この保険の保険料の払込方法は一時払に限定されておりますので、一時払保険料を支払つた当該年のみ控
除が適用されます。

②こ契約から5年以内に解約された場合に|よ、解約差益に対し、一律200/9の 源泉分離課税が適用されます。5年を超えて

解約した場合には、所得税 (一時所得)が適用されます。

③死亡給付金お受取時の課税につしヽては、契約者・被保険者・受取人の関係によって、相続税、所得税 (一時所得)、 贈与税
が適用されます。

④年金お受取時の課税につしヽて|よ、年金受取人が契約者と同一人か別人かによつて所得税 (雑所得)、 贈与税が適用され

ます。

⑤詳しく|よ 、「こ契約のしおリー定款・約款」(生命保険と税金)をご覧くださしヽ。また、上記の税務に係る説明は平成19年
9月現在の内容で、将来変更されることがあります。なお、個別の取扱につしヽて|よ 、税理士また|よ所轄の国税局・税務署
にこ確認くださしヽ。

12Lこの商品は生命保険です。生命保険に関する相談等の窓回は次のとおりです

生命保険のお手続やこ契約に関する苦情。こ相談につきましては、

当社最寄りの支社または「富国生命お客さまセンター」へご連絡ください。

ぉ暮冨晏老発_ミ星檀∃身至邑竜透∫丑瑾堡七∬匙皇綿卿琉測m
ておりますのでこ確認ください。

(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話 ,文書 (電子メール・FAXは不可)・ 来訪により生命保険に関するさまざまな相
談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:httpi〃 www seiho or.∫ p/)

また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則としてlヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決が
つかなしヽ場合については、生命保険相談所内に設置された裁定審査会が、苦情・紛争処理のための公正な機関として、契約者
等の正当な利益の保護を区っております。

13日 死亡給付金等の晉請求に際して次のことにこ注意ください

①死亡給付金等のお支払事由が生じた場合に|よ、最寄りの支社またはお客さまセンターまでこ連絡くださしヽ。

②こ加入の契約内容によつて|よ複数の保険金・給付金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にこ確認くだ
さい。

③お支払事由やこ請求の手続、死亡給付金等をお支払しヽする場合 ,お支払しヽできなしヽ場合等につしヽては、こ契約時にお渡
しする「こ契約のしおリー定款・約款」またはホームページでこ確認いただけます。

④当社からのお手続に関するお知らせ等、重要なこ案内ができないおそれがありますので、契約者のこ住所などを変更さ

れた場合には、必すこ連絡ください。
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注意喚起情報にallえて、以下の各項目につきましても必す内容をご確認ください

1.個人情報を次の目的のために利用いたします

当社は、保険契約のお申込や各種こ請求に伴つて取得したお客さまの個人情報を下記の目的のために利用しヽたします。
①各種保険契約のお引き受け、こ継続 維持管理、保険金・給付金等のお支払
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのこ案内・提供、こ契約の維持管理
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務

その他特にこ確認いただきたい事項

◆ 年齢の計算について

①被保険者の契約日における契約年齢は高年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
②こ契約後の被保険者の年齢は、毎年の契約応当日ことに契約年齢に1歳すつ加えて計算します。

◆募集代理店 (信用金庫)からのお知らせ

①しんきんらい心、年金Fは、富国生命保険相互会社を引受保険会社とする個人年金保険契約であり、預金とは異なり、元本の保証はありま
せん。また、預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象と|よなりません。

②しんきんらい応、年金Fへのこ加入の可否が、募集代理店とお客さまとの他の取引に影響を与えることはありません。

◆こ契約の際には、本書面とともに「こ契約のしおリー定款。約款」をこ確認ください

「こ契約のしおリー定款約款」|よご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてこ説明しています。必すこ―読のうえ、大切
に保管してください。

「こ契約のしおリー定款・約款」 0お申込の撤回 (クーリング・オフ)に ついて  ●配当金について

記載事項の例        ●職業等の告知義務について        0解 約と払戻金につしヽて
●給付金等をお支払いできない場合について  0契 約内容の変更等について

生命保険募集人について1終雛露譜捜9扁慧伊祟1謝総姻堅爺営お鯉解q[魁矮鰭纂a己墓肇案締話鍵把慎&

2B「支払査定時照会制度J IEつ いて

①当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合
連合会および日本生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)と ともに、お支払の判断または保険契約もしく|よ共済契約等
(以下「保険契約等」といいます。)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、当社を
含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、こ契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

②保険金、年金または給付金のこ請求があつた場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制
度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所 (2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故 (照

会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復渚日、消滅日、保険契約者の氏名およぴ被保険者との続柄、死亡保険金
等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部
について、社団法人生命保険協会を通じて、照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会
社等からの照会に対し情報を提供することがあります。これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とする
ため利用されることがあります。

3.年金額の減額をすることができます

①契約者は、年金開始日前に限り、こ契約の基準年金額を減額することができます。ただし、河額後の基準年金年額が当社所定の金
額未満となる減額はお取り扱いできません。

②基準年金年額を減額したときは、減額分を解約したものとして取り扱います。

●担当者/代理店である生命保険募集人の権限等に関する照会先 左記の確認をこ要望の場合には、最寄りの支社または下記照会先までこ連絡ください。

富国生命保険相互会社 市場開発部
TEL:03(3593)7429
お問い合わせ時間 :月～金

FAX:03(3593)8893
9:00～ 17:00(土 日祝日等当社休業日を除く)

〒100‐ 0011東京都千代田区内幸町 2-2‐ 2

TEL 03(3508)1101(大 代表)

フコク生命のホームページ
http://www.fukoku― life.co.jp

富国生命保険相互会社
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